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本
年
度
の
文
化
祭
は
、
規
模
を
縮
小

し
、
展
示
を
中
心
と
し
た
開
催
に
向
け

て
町
公
民
館
を
中
心
に
岩
崎
、
大
戸
瀬

両
分
館
共
々
広
く
町
民
の
皆
様
の
作

品
を
募
集
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

の
取
組
が
長
期
に
わ
た
る
現
状
を
踏

ま
え
、
町
民
の
皆
様
の
安
全
を
第
一
に

考
え
、
関
係
機
関
及
び
教
育
委
員
会
で

協
議
し
た
結
果
、
文
化
祭
の
中
止
を
決

定
し
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま

す
。 文

化
、
芸
術
活
動
の
発
表
の
場
と
し

て
期
待
し
て
い
た
も
の
と
思
い
ま
す

が
、
残
念
な
お
知
ら
せ
と
な
っ
た
し
ま

い
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
が
終
息
を
迎
え
、
次
年
度
に
は
開
催

で
き
る
こ
と
を
念
願
い
た
し
ま
す
。 

 

□
問
合
せ
先 

 

深
浦
町
公
民
館 

 

℡ 

74-

２
０
３
１ 

    

10
月
20
日
（
火
）
か
ら
11
月
３
日

（
火
）
ま
で
の
期
間
限
定
で
、
フ
ィ
ッ

ト
ネ
ス
プ
ラ
ザ
ゆ
と
り
「
温
泉
回
数

券
」
大
人
用
12
回
数
券
を
割
引
販
売
し

ま
す
。 

通
常
４
，
０
０
０
円
の
回
数
券
を

３
，
５
０
０
円
で
販
売
し
ま
す
。
お
一

人
様
３
セ
ッ
ト
、
１
回
限
り
で
す
の

で
、
こ
の
機
会
に
お
得
な
回
数
券
を
お

買
い
求
め
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

 

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
プ
ラ
ザ
ゆ
と
り 

 

℡ 

74-

４
５
１
４ 

    

11
月
２
日
（
月
）
は
、
町
県
民
税
（
３

期
）
及
び
国
民
健
康
保
険
税
（
４
期
）

の
納
期
限
で
す
。
納
め
忘
れ
の
な
い
よ

う
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

◎
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
は
督
促
状
が
送
付
さ
れ
、
督
促

手
数
料
が
徴
収
さ
れ
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

 

 

税
務
課 

収
納
係 

 

℡ 

74-

２
１
１
１
（
内
線
１
２
４
）

    

「
第
35
回
津
軽
深
浦
チ
ャ
ン
チ
ャ

ン
と
深
浦
牛
ま
つ
り
」
は
、
開
催
に
つ

い
て
関
係
機
関
と
協
議
を
重
ね
て
ま

い
り
ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
対
策
の
影
響
に
よ
り
、
中
止

す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
の
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

□
問
合
せ
先 

 

一
般
社
団
法
人 深

浦
町
観
光
協
会 

 

℡ 

74-

３
３
２
０ 

 

 

第
16
回
深
浦
町
文
化
祭
の

中
止
に
つ
い
て 

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
プ
ラ
ザ 

ゆ
と
り
「
温
泉
回
数
券
」
を

割
引
販
売
し
ま
す
！ 

「
第
35
回
津
軽
深
浦
チ
ャ

ン
チ
ャ
ン
と
深
浦
牛
ま
つ

り
」
中
止
の
お
知
ら
せ 

 

納
税
の
お
知
ら
せ 
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地
域
包
括
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
で
は
、
女

性
検
診
及
び
骨
密
度
検
査
を
実
施
し

ま
す
。 

◆
日 

程 

・
11
月
１
日
（
木
）
送
迎
バ
ス
有 

 

岩
崎
支
所 

・
11
月
２
日
（
金)

送
迎
バ
ス
有 

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
プ
ラ
ザ
「
ゆ
と
り
」 

・
11
月
26
日
（
月
）
送
迎
バ
ス
無 

 

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
プ
ラ
ザ
「
ゆ
と
り
」

・
11
月
27
日
（
火
）
送
迎
バ
ス
有 

 

農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー 

 

（
北
金
ヶ
沢
会
館
） 

◆
受
付
時
間 

 

12
時
～
13
時
30
分 

◆
持
ち
物 

①
受
診
票
（
鉛
筆
で
記
入
し
て
持
っ
て

き
て
く
だ
さ
い
） 

②
健
康
保
険
証
（
生
活
保
護
の
方
は
、

夜
間
休
日
医
療
受
給
証
） 

③
バ
ス
タ
オ
ル 

◆
費 

用 
 

無
料 

◆
検
診
対
象
者
及
び
検
診
項
目 

・
子
宮
が
ん
検
診 

◆
会 

場 

 

深
浦
町
民
体
育
館 

◆
講 

師 

弘
前
大
学
教
授 

片
岡
俊
一 

氏 

□
問
合
せ
先 

 

総
務
課 

消
防
防
災
係 

 

℡ 

74-

２
１
１
２ 

    

円
覚
寺
が
所
蔵
す
る
古
典
籍
に
つ

い
て
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
わ
か
っ
た

こ
と
を
前
弘
前
大
学
渡
辺
麻
里
子
教

授
な
ど
か
ら
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。
ま
た
、
特
別
講
演
と
し
て
、
東
京

大
学
名
誉
教
授
末
木
文
美
士
先
生
か

ら
真
言
宗
を
中
心
と
し
た
明
治
の
仏

教
に
つ
い
て
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
す
。

 

今
回
は
新
た
な
試
み
と
し
て
東
京
・

弘
前
か
ら
の
ご
講
演
を
深
浦
会
場
で
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。ご
興
味
が
あ
る
方
は

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◆
日 

時 
 

 

11
月
１
日
（
日
） 

13
時
～
15
時
30
分 

◆
会 

場 
 

 

役
場
１
階 

町
民
文
化
ホ
ー
ル 

◆
参
加
費 

 

無 

料 

◆
募
集
人
員 

 

30
名 

◆
参
加
申
込 

 

 

10
月
28
日
（
水
）
ま
で
に
、
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。 

□
申
込
・
問
合
せ
先 

 

 

教
育
課 

社
会
教
育
係 

℡ 

74-

４
４
１
９ 

 

FAX 

74-

３
０
５
０ 

    

厚
生
労
働
省
で
は
、
11
月
を
「
過
労

死
等
防
止
啓
発
月
間
」
と
定
め
、
過
労

死
等
を
な
く
す
た
め
、
以
下
の
取
り
組

み
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

「
過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
※
」
の
開
催
、
過
労
死
等
防

止
啓
発
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
、
過
労
死
等

防
止
啓
発
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
な

ど
に
よ
る
周
知
・
啓
発
の
実
施 

※
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
青
森
に
お
い
て

も
開
催
さ
れ
、
無
料
で
ど
な
た
で
も
参

加
で
き
ま
す
。 

 

◆
参
加
申
込
は
こ
ち
ら 

h
t
t
p
s
:
/
/w
ww
.
p
-

u
n
i
q
u
e
.
co
.j
p
/
k
a
r
o
us
hi
b
o
u
s
h
i
sy

m
p
o
/ 過

労
死
等
に
つ
な
が
る
過
重
労
働

な
ど
へ
の
対
応
と
し
て
、
長
時
間
労
働

の
是
正
な
ど
に
向
け
た
重
点
的
な
監

督
指
導
や
、
全
国
一
斉
の
無
料
電
話
相

談
「
過
重
労
働
解
消
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
」

な
ど
を
行
う
、
過
重
労
働
解
消
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
の
実
施 

◆
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル 

℡ 

０
１
２
０-

７
９
４-

７
１
３ 

◆
実
施
日
時 

11
月
１
日
（
日
）
９
時
～
17
時 

 

□
問
合
せ
先 

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
労
働

時
間
相
談
・
支
援
班 

℡ 

０
１
７
３-

35-

２
３
０
９ 

受
付
時
間 

８
時
30
分
～
17
時
15
分 

（
土
日
祝
を
除
く
） 

  

女
性
検
診
・
骨
密
度
検
診

の
ご
案
内 

    

11
月
５
日
は
、
津
波
防
災
の
日
で

す
。
町
は
こ
の
機
会
に
防
災
公
開
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。
こ
の
セ
ミ
ナ
ー

は
、
弘
前
大
学
と
町
と
の
共
催
に
よ
り

「
弘
前
大
学
エ
コ
サ
テ
ラ
イ
ト
キ
ャ

ン
パ
ス
公
開
講
座
」
の
一
環
と
し
て
行

わ
れ
ま
す
。 

深
浦
町
に
お
け
る
地
震
と
津
波
の

歴
史
、
特
に
37
年
前
に
発
生
し
た
日
本

海
中
部
地
震
の
振
り
返
り
や
、
地
震
・

津
波
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
避
難
に
役

立
つ
知
識
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
教
授
の

研
究
成
果
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
分
か

り
や
す
く
お
話
し
す
る
予
定
で
す
。
貴

重
な
機
会
と
な
り
ま
す
の
で
是
非
ご

参
加
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
申
込
み
は
特
に
必
要
な
く
受

講
料
は
無
料
で
す
。
当
日
、
13
時
30
分

か
ら
会
場
へ
入
場
可
能
で
す
。
（
開
場

前
は
、
防
災
訓
練
会
場
と
し
て
使
用
し

て
い
ま
す
。） 

◆
日 

時 

11
月
５
日
（
木
） 

13
時
40
分
～
15
時 

防
災
公
開
セ
ミ
ナ
ー
に 

ご
参
加
く
だ
さ
い 

円
覚
寺
古
典
籍
保
存
調
査

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
成
果
報
告
会 

（
東
京
・
弘
前
か
ら
の 

オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
）

11
月
は 

「
過
労
死
等
防
止
啓
発
月
間
」
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乳
幼
児
の
虐
待
を
、
『
め
っ
た
に
な

い
特
別
な
出
来
事
』
と
と
ら
え
て
い
ま

せ
ん
か
？
乳
幼
児
の
子
育
て
を
経
験

し
た
親
の
中
に
は
、
『
虐
待
が
お
き
る

か
ど
う
か
は
紙
一
重
で
ど
の
家
庭
に

で
も
お
こ
り
う
る
こ
と
だ
』
と
感
じ
て

い
る
方
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も

へ
の
虐
待
の
理
由
は
様
々
で
、
と
て
も

複
雑
で
す
。 

◆
虐
待
と
「
し
つ
け
」
の
違
い 

「
し
つ
け
」
は
、
子
ど
も
の
欲
求
や

理
解
度
に
配
慮
し
な
が
ら
、
生
活
習
慣

や
生
き
て
い
く
力
、
思
い
や
り
、
社
会

の
ル
ー
ル
な
ど
を
身
に
つ
け
る
よ
う

に
働
き
か
け
る
こ
と
で
す
。
子
ど
も
を

思
う
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な

い
こ
と
へ
の
「
怒
り
」・
心
の
不
安
定
さ

を
解
消
す
る
た
め
の
「
は
け
口
」
と
し

て
、
子
ど
も
の
心
身
を
傷
つ
け
た
り
、

存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
虐
待
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
た
と
え
親
が
「
し
つ

け
」
の
つ
も
り
で
行
っ
た
行
為
で
も
、

「
子
ど
も
の
視
点
」
か
ら
み
て
有
害
な

行
為
で
す
。 

◆
虐
待
の
種
類 

・
身
体
的
虐
待 

子
ど
も
を
た
た
く
、
な
ぐ
る
、
け
る
、

タ
バ
コ
の
火
を
お
し
つ
け
る
、
家
の
外

に
閉
め
出
す
、
な
ど
。 

・
心
理
的
虐
待 

子
ど
も
を
無
視
す
る
、
兄
弟
と
著
し

く
差
別
す
る
、
「
お
ま
え
な
ん
か
生
ま

れ
て
こ
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
」
「
お
ま

え
な
ん
か
嫌
い
だ
」
な
ど
と
な
じ
る
、

な
ど
。
子
ど
も
の
前
で
配
偶
者
に
暴
力

を
ふ
る
う
こ
と（
Ｄ
Ｖ
）も
含
ま
れ
ま
す
。

・
性
的
虐
待 

 

子
ど
も
へ
の
性
交
、
性
行
為
の
強

要
、
性
器
や
性
交
を
み
せ
る
、
ポ
ル
ノ

グ
ラ
フ
ィ
ー
の
被
写
体
に
子
ど
も
を

強
要
す
る
、
な
ど
。 

・
養
育
の
放
棄
・
怠
慢
（
ネ
グ
レ
ク
ト
）

食
事
を
与
え
な
い
、
着
替
え
や
入

浴
・
洗
濯
な
ど
身
の
回
り
の
世
話
を
し

な
い
、
学
校
に
登
校
さ
せ
な
い
、
病
気

や
ケ
ガ
で
も
病
院
へ
連
れ
て
行
か
な

い
、
車
中
や
家
に
子
ど
も
を
置
き
去
り

車
中
や
家
に
子
ど
も
を
置
き
去
り
に

す
る
、
な
ど
。 

□
問
合
せ
先 

地
域
包
括
ケ
ア
セ
ン
タ
ー 

 

℡ 

76-

２
０
４
２ 

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル 

℡ 

１
８
９ 

＊
次
号
（
中
編
）
に
続
き
ま
す
＊ 

     

深
浦
診
療
所
・
関
診
療
所
か
ら
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

を
し
ま
す
。
例
年
は
11
月
か
ら
予
防
接

種
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
今
年
は
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
が
早
ま
っ
て
い

る
状
況
に
あ
る
た
め
、

10

月

15

日

（
月
）
か
ら
予
防
接
種
を
行
い
ま
す
。

 

深
浦
診
療
所
・
関
診
療
所
で
随
時
受

付
し
て
お
り
ま
す
の
で
診
療
時
間
内

に
受
診
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

な
お
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
一
部

公
費
助
成
は
例
年
通
り
11
月
か
ら
と

な
り
ま
す
の
で
、
日
程
等
に
つ
い
て
は

後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

◆
接
種
区
分
及
び
自
己
負
担
額 

・
生
活
保
護
世
帯  

無
料 

・
13
歳
未
満
の
方 

 

１
・
２
回
目
共
に
２
，
５
０
０
円 

・
前
記
以
外
の
方 

４
，
０
０
０
円 

□
問
合
せ
先 

深
浦
診
療
所 

     

親
子
体
操
の
普
及
と
子
育
て
世
代

や
子
供
の
健
康
づ
く
り
を
目
的
と
し

た
養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。
親
子
体

操
普
及
に
意
欲
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。 

◆
日 

時 

 

11
月
14
日
（
土
）
９
時
～ 

 

11
月
15
日
（
日
）
15
時
15
分 

◆
場 

所 
 

青
森
中
央
学
院
大
学 

◆
定 

員 
 

30
人 

◆
受
講
料 

 

５
，
０
０
０
円 

◆
申
込
方
法 

 

10
月
30
日
（
金
）
ま
で
に
、
氏
名
、

年
齢
、
勤
務
先
名
、
住
所
、
電
話
番
号

を
Ｆ
Ａ
Ｘ
か
Ｅ
メ
ー
ル
、
青
森
県
医
師

会
健
や
か
力
推
進
セ
ン
タ
ー
へ
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
Ｈ
Ｐ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

青
森
県
医
師
会 

健
や
か
力
推
進
セ
ン
タ
ー 

℡ 

０
１
７-

７
６
３-

５
５
９
０ 

FAX 

０
１
７-

７
６
３-

５
５
９
１ 

s
u
k
o
y
a
k
a@
ci
r
c
u
s
.
o
cn
.n
e
.
j
p 

子
供
虐
待
を
防
止
す
る
た

め
に
（
前
編
） 

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
の
お
知
ら
せ 

    

「
あ
お
も
り
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
」（
略
し
て
「
あ
お
サ
ポ
」）
と

は
、
青
森
県
の
委
託
を
受
け
、
独
身
男

女
の
出
会
い
の
場
と
な
る
イ
ベ
ン
ト

情
報
を
提
供
し
て
出
会
い
の
場
づ
く

り
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
団
体
で
す
。 

 

当
セ
ン
タ
ー
の
個
人
会
員
に
登
録

い
た
だ
く
と
、
協
賛
団
体
等
が
行
う
出

会
い
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
が
メ
ー
ル
マ

ガ
ジ
ン
で
配
信
さ
れ
ま
す
。
会
員
登
録

料
や
年
会
費
は
無
料
で
す
。 

 

あ
お
サ
ポ
に
会
員
登
録
し
て
、
出
会

い
の
チ
ャ
ン
ス
を
増
や
し
ま
し
ょ

う
！ 

◆
会
員
登
録
で
き
る
方 

 

出
逢
い
・
め
ぐ
り
逢
い
を
望
む
満
20

歳
以
上
の
独
身
者
で
、
原
則
と
し
て
青

森
県
に
お
住
ま
い
の
方 

□
登
録
・
問
合
せ
先 

 

あ
お
も
り
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー 

 

℡ 

０
１
７-

７
５
１-

１
２
５
０ 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
「
あ
お
サ
ポ
」

で
検
索
く
だ
さ
い
。 

２
０
１
８
年
漁
業
セ
ン
サ

ス
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す 

     

11
月
は
、
「
み
ん
な
で
医
療
を
考
え

る
」
月
間
で
す
。
安
心
し
て
医
療
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
上
手
な
医
療
の
か
か

り
方
の
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
た
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
を
、
県
内
全
戸
に
お
届
け
し

て
い
ま
す
。 

 

普
段
、
医
療
機
関
に
か
か
っ
て
い
る

方
は
も
ち
ろ
ん
、
か
か
っ
て
い
な
い
方

も
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
備
え
て
確
認

し
、
保
管
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 

□
問
合
せ
先 

 

青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課 

 

℡ 

０
１
７-

７
３
４-

９
２
８
７ 

 

    

不
正
軽
油
の
製
造
、
販
売
及
び
使
用

等
は
脱
税
行
為
で
あ
り
、
罰
則
と
し

て
、
10
年
以
下
の
懲
役
や
３
億
円
以
下

の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。 

 

ま
た
、
不
正
軽
油
は
適
正
な
納
税
秩

序
を
阻
害
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
環
境

破
壊
の
原
因
に
も
な
る
悪
質
な
行
為

で
す
。 

 
次
の
よ
う
な
不
正
軽
油
に
関
す
る

情
報
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
西
北
地
域
県

民
局
県
税
部
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
不
審
な
施
設
に
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

が
頻
繁
に
出
入
り
し
て
い
る
。 

○
軽
油
と
他
の
油
種(
灯
油
、
重
油)

を

混
ぜ
て
使
用
・
販
売
し
て
い
る
。 

○
著
し
く
廉
価
な
軽
油
を
売
り
込
み

に
き
た
。 

○
自
動
車
の
燃
料
に
灯
油
や
重
油
を

使
用
し
て
い
る
。 

 

□
問
合
せ
先 

 

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部
課
税
課 

 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
１
１
１ 

（
内
線
２
０
７
） 

「
上
手
な
医
療
の
か
か
り
方

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
」
で
上
手
に

医
療
に
か
か
り
ま
し
ょ
う 

     

深
浦
町
歴
史
民
俗
資
料
館
・
美
術
館

及
び
太
宰
の
宿
ふ
か
う
ら
文
学
館
は
、

11
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
月
曜
日
が

休
館
日
と
な
り
ま
す
の
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。 

◆
休
館
日 

 

11
月
１
日
（
日
）
か
ら
令
和
３
年
３

月
31
日
（
水
）
ま
で
の
毎
週
月
曜
日
。

月
曜
日
が
国
民
の
祝
日
に
当
た
る
日

は
、
翌
日
火
曜
日
が
休
館
と
な
り
ま

す
。 

◆
年
末
年
始
の
休
館
日 

 

12
月
28
日
（
月
）
か
ら
令
和
３
年
１

月
４
日
（
月
）
ま
で 

 

休
館
日
は
、
ふ
か
う
ら
文
学
館
「
図

書
室
」
の
ご
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 

□
問
合
せ
先 

 
歴
史
民
俗
資
料
館
・
美
術
館 

 

 

℡ 
74-

３
８
８
２ 

太
宰
の
宿 

ふ
か
う
ら
文
学
館 

℡ 

84-
１
０
７
０ 

 

許
し
ま
せ
ん
！ 不

正
軽
油 

「
歴
史
民
俗
資
料
館
・
美
術
館
」

「
太
宰
の
宿
ふ
か
う
ら
文
学

館
」
休
館
日
の
お
知
ら
せ 

ひ
ろ
み
ち
お
兄
さ
ん
の 

「
親
子
体
操
普
及
員
養
成

講
座
」 



 
 

広報ふかうら（お知らせ版）④ 

 

 

 

新型コロナ感染症警戒のため延期となっていた防災訓練を次のとおり実施しますので、

町民の参加をお願いします。 

 なお、今年度は感染症予防の観点から次のことについてご協力をお願いします。 

〇発熱など風邪に似たような症状がある場合は、参加を自粛する。 

〇参加する場合は、努めてマスクの装着をする。 

〇各地区毎の訓練などを行う場合は、努めて密にならないように工夫する。 

■実施日時  １１月５日（木） １２時００分～ 

※正午のチャイム終了後 

■場  所  深浦町全域（お近くの避難場所へ避難してください。） 

■訓練内容 「地震・津波からの避難訓練」 

 情報伝達内容 行 動 予定時間 

①  
・緊急地震速報 

（防災無線により「サイレン」と「大地震です。」の放

送） 

 

 

 

 

１２：００

②  ・大地震発生（各自、身を守る行動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２：００

③  

・大津波警報発令 

（防災無線による「サイレン」及び「大津波警報発令」

の放送） 

・緊急速報メールによる情報提供 

 

 

 

 

１２：０３

④  ・訓練終了の合図（防災無線による）により防災訓練を

終了 

 
１２：２０

 

■津波浸水域及びお近くの避難場所は、ＨＰをご確認ください。 

 https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed_docs/2019071600062/ 

 

■訓練の際はケガや事故のないよう十分気を付けて行動するようお願いします。 

 

□問合せ先  

総務課 消防防災係  ＴＥＬ ７４－２１１１  内線２２２・２２３ 

深浦町防災訓練に是非ご協力を！ 



 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により離職し、就職活動している方を新たに雇用した 

事業者に対し、雇用を維持するための経費の一部を助成します。 

■対象事業者  次のすべてに該当する事業者が対象になります。 

①深浦町に事業所を有すること。 

②求職者の雇い入れを令和２年１０月 1日から令和３年３月３１日までの間に開始し、 

雇用することが確実であると認められること。 

③被雇用者を雇用保険に加入させること。 

④町税等の滞納がないこと。 

⑤深浦町暴力団排除措置要綱第２条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でない 

者。 

■助成金の金額 

①助成金の交付月額は、雇い入れた求職者１人につき月額人件費に２分の１を乗じた額

（千円未満切り捨て）とし、上限を８５，０００円とする。 

②助成金の交付対象期間は、雇い入れを開始した月から令和４年３月までとする。 

【計算例】令和３年１月から雇い入れした場合 

月額人件費１６０，０００円×１/２＝８０，０００円（交付月額） 

交付月額８０，０００円×１５か月＝１，２００，０００円（１人あたりの助成金） 

③助成金の交付対象期間内に雇用の実績が消滅した場合は、消滅した月から令和 4年 3 

月分までの助成金について、返還が必要となります。 

■申請書類 

①深浦町新型コロナウイルス対応緊急雇用支援助成金交付申請書(様式第１号) 

②添付書類 

・雇い入れた求職者が、新型コロナウイルスの影響により雇用が失われたことを証明す 

る書類 

・雇用契約書等の写し 

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 

・雇い入れた求職者の月額人件費がわかる書類 

・その他町長が必要と認める書類 

申請書類を持参のうえ、提出してください。 

□問合せ・申請先  

 総合戦略課  ＴＥＬ ７４-２１２２ 

  
広報ふかうら（お知らせ版）⑤ 

令和２年度深浦町新型コロナウイルス対応緊急雇用支援助成金 



  
広報ふかうら（お知らせ版）⑥ 

青森県新しい生活様式対応推進応援金 電話相談窓口 
【電話：０１２０－９４５－７６９（通話料無料）】平日 9:00～17:00 

 

申請申請 

①令和２年４月３０日以前に開業し、営業により得た事業収入※1に伴う税の
申告をしており※２、今後も事業を継続する意思があること。
※1 事業収入は、商品・製品の販売やサービスの提供などの「営業活動」によって得た収入

（原価を含む）とします。★個人事業主の場合、事業収入を主な収入としていることが必要です。

※２ 開業間もない方はこの限りではありません。

② 令和２年１月以降、申請日の属する月の前月までの期間で、新型コロナウ
イルス感染症の影響により、月間事業収入が前年同月比で 20％以上減少
した月（対象月※３）があること。
※３ 開業間もないため対象月に対応する前年の月がない事業者や農林水産業を営む事業者の

計算方法については、給付事業実施要領 P５～６をご確認ください。 

③ 「新型コロナウイルス感染症に関する青森県対処方針」や業種毎のガイド
ライン※４等を踏まえ、適切な感染防止対策に取り組んでいること。

※４ 業種毎に感染拡大予防を行うために策定されたガイドライン(参考 https://corona.go.jp/)

④ ③の取組を従業員や顧客に対して周知していること。

令和 2 年 7 月 27 日（月）～ １０月 3１日（土）（当日消印有効）

申請期間を１か月延長しました！！ 

【 青森県新しい生活様式対応推進応援金 】

➢ 応援金の額 １０万円
➢ 対象者   県内に事業所を有する大企業以外の法人 

個人事業主 
＜対象者の例＞ 

〇法人          株式会社、有限会社、合同会社、ＮＰＯ法人、一般社団法人、一般財団法人、 医療法人、 

学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、企業組合、事業協同組合など 

〇個人事業主    商店、飲食店、旅館、美容院、医院等の経営者、農家、漁師、個人タクシー、  露天商、 

保険外交員、訪問販売員、フリーランスなど 

応援金についての問合せ先 

支給要件 

※ 県内に複数の事業所がある場合でも、１事業者あたり１０万円となります。

本社が県外にあっても、県内に事業所がある場合は対象となります。

※ 国の持続化給付金や県の休業要請に伴う協力金等の給付を受けた事業者も対象となります。

大企業など応援金の支給対象外となる事業者があります。

業種によって事業収入の算定方法が異なる場合があります。

詳しくは、給付事業実施要領 P１～７をご確認ください。

※幅広い業種 が対象です

申請期限 
 10/31（土） 

受付期間 



 
  

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑦ 

〒030-8570 青森県庁 新しい生活様式対応推進応援金支給事務局 
   （〒030-8570「青森県庁 応援金事務局」でも可）   

 

※記載内容や添付書類に不備があった場合は受付できない場合があります。 

また、印刷代、写真代、郵送代等の申請に要する費用は、申請者の負担となります。 

      
① 県庁のホームページからダウンロードしてください。 

（インターネットで「青森県 応援金」を検索） 
② ホームページから印刷することができない場合は、県庁正面玄関受付、県

の合同庁舎、各商工会議所※及び各商工会※にも配置していますので、ご活
用ください。※

平日のみ 
    応援金は、休業要請に伴う協力金の申請とは異なり、商工会議所及び商工会が申請書

の提出先ではありませんので、ご注意願います。 
    

 ※詳しくは、給付事業実施要領をご確認ください。 

（１） 青森県新しい生活様式対応推進応援金申請書 

（２） 営業収入に伴う税の申告をしていることが確認できる書類(注 1) 
＜ 法 人 ＞対象月の属する事業年度の直前の事業年度の法人税の確定申告書別表一 

の控え（税務署の収受日付印があるもの）の【写】など 

＜個人事業主＞2019 年分の所得税の確定申告書第一表の控え（税務署の収受日付印 

があるもの）の【写】など 

（３） 事業収入が確認できる書類(注 1) (注 2) 
＜ 法 人 ＞①2020 年分の対象月の事業収入（売上台帳の【写】など） 

②前年同月の事業収入（対象月の属する事業年度の直前の事業年度の 

法人事業概況説明書（両面）の控えの【写】など） 

＜個人事業主＞①2020 年分の対象月の事業収入（売上台帳の【写】など） 

②前年同月の事業収入（2019 年分の所得税青色申告決算書(Ｐ１～２) 

の【写】など） 

（４） 適切な感染防止対策に取り組んでいることが確認できる書類 
・感染防止対策チェックリスト（申請書内） 

・実施状況の写真＜基本的な取組及び独自の取組 それぞれ１点＞ 

（５） 感染防止対策の取組を周知していることが確認できる書類 
取組を記載し、事業所内（事務所・店舗等）に掲示した「あおもりオベーション※」や
「あおもり観光新型コロナウイルス対策推進宣言施設」のポスターなどと、従事者（代
表者でも可）1 名以上を撮影した写真＜１点＞ 

※県が新型コロナウイルス感染症の克服に向けた気運醸成を図るため取り組んでいるプロジェクト 

（６） 誓約書 

（７） 振込口座が確認できる書類（通帳の漢字・カナ名義・振込先口座記載部分の【写】） 

（８） 本人確認書類<個人事業主のみ>（住所・氏名・顔写真が確認できる書類の【写】） 

（例）運転免許証（両面）、運転経歴証明書、個人番号カードなど 

 (注 1)国の持続化給付金の給付決定通知の【写】で代用可 

 (注 2)セーフティネット保証４号等の認定証の【写】で代用可 
 

         
       

    〇上記の提出書類を、下記申請先に郵送にて提出してください。 

 

提出書類 

申請書の入手方法 

申請先 

申請方法 



 

 

 

全国的に人口減少が進む中にあって、深浦町の今後の経済振興には事業の付加価値や生

産性を高める取組みが重要となっていますが、新型コロナウイルス感染症の影響で新たな

事業にチャレンジすることが困難な状況となっています。 

 そこで、既存事業を基軸に新業種にチャレンジし、事業の付加価値や生産性を高めること

で経営力を強化する小規模事業者を支援するため、予算の範囲内において「小規模事業者生

産性向上事業費補助金交付事業」を次のとおり募集します。 

■補助対象者 

  町内に事業所を有する、中小企業基本法に定める下表の小規模事業者 

業種分類 中小企業基本法の定義 

製造業その他 従業員２０人以下 

商業・サービス業 従業員５人以下 

※商業とは、卸売業・小売業を指します。 

■補助要件 

 次のいずれにも該当すること。 

 ・既存事業の付加価値を高めるため、新業種に挑戦する事業であること。 

 ・上記の取組みの効果検証のため、事業実施期間中にモニタリング調査を行うこと。 

 ・補助事業にかかる経営計画（次年度からの３か年度計画）を作成すること。 

 ・町税や使用料等に滞納がないこと。 

■補助対象経費 

①新業態進出のために要する経費 

（例）施設整備費（店舗増改築、電気・ガス・水道設置等）、備品購入費、デザイン開発費、 

広告ＰＲのための販促物製作費、専門家謝礼金、ＨＰ製作費、Wi-Fi 環境整備費等 

②モニタリング調査費 

（例）モニタリングに要する原材料購入費、試作品等モニターへの送料、印刷費等 

■補助金額 

 定額（上限２００万円） 

■募集期間 

 １０月１５日（木）～１１月６日（金） 

■事業実施期間 

 採択の日から令和３年２月１５日まで 

※計画事業と支払いをすべて完了のうえ、令和３年２月１５日までに実績報告書を提出す

ることが必要です。 

■審査 

 本事業は、青森県新型コロナウイルス感染症対応地域経済対策事業費補助金を活用して

実施しますので、当該補助要綱に基づき適否を審査のうえ決定します。 

 

□問合せ先  

観光課 商工振興係  ＴＥＬ ７４－４４１２ 

 
  

広報ふかうら（お知らせ版）⑧ 

「深浦町小規模事業者生産性向上事業費補助金交付事業」募集のお知らせ 
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女性検診（子宮がん・乳がん）と骨密度検診を下記のとおり３会場で実施します。 

２０歳から８４歳までの下記検診対象者に「受診票」と「検診の案内」が送付されますの

で、対象者の方は必ず受診しましょう！ 

■検診対象者(令和３年３月３１日現在で下記の年齢の方) 

検診項目 対象者 検診内容 自己負担 

子宮がん検診 

※１ 
２０歳以上で偶数歳の女性 

頸部細胞診(医師の指

示により体部細胞診) 

無料 
乳がん検診 

※２ 

４０歳～５８歳までの偶数歳の女性 マンモグラフィ２方向 

６０歳以上で偶数歳の女性 マンモグラフィ１方向 

骨密度検診 

※３ 

４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、 

６０歳、６５歳、７０歳の女性 

二重 X線吸収法 

（DXA 法） 

■次の方も子宮がん・乳がん検診を受診できますので、希望される方は健康推進課へお申し

込みください。 

・今年度奇数歳で、昨年度に町が実施した子宮がん・乳がん検診を受診していない方 

・今年度８５歳以上で偶数歳の方 

■今年度、既に個別検診を受診されている方は、対象外となります。 

（子宮がんのみ受診済み→乳がん受診可、乳がんのみ受診済み→子宮がん受診可） 

※１ 妊娠中の方、産後１年を経過していない方は受診できません。 

※２ 妊娠中の方、断乳後１年を経過していない方、ペースメーカー等を装着されている方

は受診できません。 

※３ 昨年度より４０歳～７０歳で５歳刻み年齢の方が対象となっております。 

■日 程 

期   日 場   所 受付時間 
女性検診

実施日 

骨密度検診 

実施日 
送迎バス

１１月４日（水） 
【岩崎会場】 

ふれあいと創造の館 

12：00～

13：30 
〇 〇 〇 

１１月１２日（木） 【深浦会場】フィット

ネスプラザ「ゆとり」 

12：00～

13：30 

〇 〇 〇 

１１月１３日（金） 〇 × × 

１１月２６日（木） 【大戸瀬会場】深浦町

農村環境改善センター 

12：00～

13：30 

〇 × × 

１１月２７日（金） 〇 ○ ○ 

・送迎バスの運行表は、受診票に同封している「検診の案内」でご確認ください。 

・対象地区の区分はありません。いずれの会場でも検診が受けられます。 

・骨密度検診の実施日は、１１月４日（水）と１２日（木）と２７日（金）の３日間です。 

■新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。 

 会場内ではマスクを着用してください。発熱、咳などのかぜ症状や体調不良がある方は受

診を取りやめてください。詳細は、受診票に同封している「検診の案内」をご覧ください。 

□問合せ先  健康推進課  ＴＥＬ ８２－０２８８ 

令和２年度女性検診・骨密度検診のご案内 



 

 

 

肺がん・大腸がん検診を下記のとおり３会場で実施します。 

４０歳から８４歳までの下記検診対象者に「受診票」と「検診の案内」が送付されますので、

がんの早期発見・早期治療のために受診しましょう！ 

■検診対象者 

 今年度中に４０歳以上になる町民 

・６５歳以上の方は、年１回、結核検診を受けることとされています。肺がん検診は結核検診

を兼ねていますので受診してください。 

・今年度中に８５歳以上になる方で受診を希望される場合は、健康推進課へお申し込みくださ

い。 

■検診料金   

無 料 

■日 程 

 新型コロナウイルス感染症対策により、受診者の集中を避けるため、実施日と受付時間に対

象地区を指定しています（送迎バス利用者は除く。）。 

・指定している日時に受診できない方は、各実施日の受付時間１０時３０分～１１時にお越し

ください。 

・送迎バスの運行表は、受診票に同封している「検診の案内」でご確認ください。 

 

【岩崎会場】ふれあいと創造の館 

 

【大戸瀬会場】深浦町農村環境改善センター 

 
 
 
   

令和２年度 肺がん・大腸がん検診のご案内 
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【深浦会場】役場町民文化ホール ※今年度の会場は役場です。 

 
■新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。 

会場内では、マスクを着用してください。発熱、咳などのかぜ症状や体調不良がある方は、

受診を取りやめてください。詳細は、受診票に同封している「検診の案内」をご覧ください。 

※胃がん検診は、国のがん検診に関する指針（受診間隔２年に１回）に合わせて、今年度は実

施しません。 

□問合せ先  健康推進課  ＴＥＬ ８２－０２８８ 

 

 

 

１０月１日から６５歳以上等の方にインフルエンザワクチンの予防接種を開始しております

が、１０月２６日から６５歳未満の方も接種できますので、診療時間内に受診をお願いします。 

なお、６５歳以上の高齢者の一部公費助成は、１０月１日から１２月末までとなりますので、

予防接種を希望する方は以下の実施内容をご確認のうえ、接種してください。 

■接種費用 

接 種 区 分 自 己 負 担 額 期 日 
生活保護世帯（65 歳以上の方） 無 料 下記日程で行います 
13 歳未満の方 1・2 回目共に 2,000 円 10 月 26 日から受付 
13 歳以上 20 歳未満の方  
※保護者の同意書が必要。但し既婚者は除く 

2,500 円 〃 

65 歳以上の方。または 60 歳以上 65 歳未満の

方で、心臓・腎臓・呼吸器に重い病気のある方 
1,000 円 下記日程で行います 

上記以外の方 3,500 円 10 月 26 日から受付 
【６５歳未満の方】予約不要。１０月２６日から受付しますので診療時間内に受診をお願いします。 

【６５歳以上の生活保護世帯の方、６５歳以上の方、６０歳以上６５歳未満の方で心臓・腎臓・

呼吸器に重い病気のある方】 

■接種日  月曜日・金曜日（祝日は除く） １３時～１４時受付 ※事前の予約が必要です。 

■予約方法 受付窓口または電話予約 

□問合せ先 深浦診療所  ＴＥＬ ８２－０３３７ 
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深浦診療所インフルエンザワクチン予防接種のお知らせ 
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令和2年

　　　　県下一斉に「令和2年青森県秋の火災予防運動」が実施されます。これからの季節は、

　　　日増しに寒くなり、暖房器具を取り扱う機会も増えます。火に対する油断をなくし、尊い生命

　　　と貴重な財産を火災から守りましょう。

　　　          ○消防車両等による秋の火災予防パレードを実施します。

　　         　　 日　時・・・10月18日（日）　９時出発

※

　　　　

　　　　 ☆ ライターは子供の手の届かない所に保管。

　　　　 ☆ ストーブの上で洗濯物を乾かさない。

　　　　　毎年、山菜採りや、キノコ採り、登山などで遭難・行方不明者が発生しております。行楽

　　　　シーズンが始まりましたが、遭難しない為にも山に入る前に準備を整えましょう。

　　　　１　行き先は家族にも知らせ、急な行き先の変更はやめましょう。
　　　　２　健康状態と気象条件をチェックし、少しでも不安があれば勇気をもって中止しましょう。
　　　　３　単独登山は避け、経験者と同行しましょう。
　　　　４　ライター・カッパ・懐中電灯・非常食・携帯電話・笛・コンパス・身分証明書を持ちましょう。

秋 の 火 災 予 防 運 動
令和2年10月19日（月）～10月25日（日）

【統一標語】

『その火事を　防ぐあなたに　金メダル』

～次のことにも注意しましょう～

《お問合せは深浦消防署または、岩崎分署　予防係まで》
《　℡　深浦消防署：74-2994　岩崎分署：77-2119　》

　★★★★次のことに十分注意しましょう★★★★

☆ 給油は必ず火を消してから行う。

☆ 電気ストーブ等の周囲は整理整頓する。



 
  
 

 

 

深浦町消防団では、一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯等を対象に、女性消防団員に

よる訪問を通して消防団に対する理解を深めてもらうとともに、万が一の災害から高齢者等

を保護し、火災等の発生を未然に防止することを目的に、住宅防火訪問を実施します。 

防火訪問の実施に際して個別の連絡はせずに伺いますので、ご協力をお願いします。 

■対象世帯  

一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯等のうち、特に訪問が必要と認める世帯の訪問を

予定しています。 

■実施期間  

１０月１９日(月)～１１月３０日(月) 

※青森県火災予防運動期間を含む期間に実施します。 

■訪 問 者  

女性消防団員 

※消防団活動服を着用して訪問します。 

■訪問要領  

玄関先で火災予防等についてお話をしますが、ご要望があれば屋内に入り火気の取り扱い

の様子などを見させていただきます。 

□問合せ先 

 深浦消防署内 消防団事務担当  ＴＥＬ ７４－２９９４ 

 

住宅防火いのちを守る７つのポイント～３つの習慣・４つの対策～ 

 

 

 

高齢者世帯等の住宅防火訪問を実施します！ 

死者の発生した住宅火災の主な原因は、たばこ、ストーブ、こんろです。これらの火

災を起こさないために「３つの習慣・４つの対策」を心がけましょう。 
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津軽森林管理署ではナラ枯れ被害木の殺虫処理済材を薪炭材として売払いすることとし

ました。下記のとおり現地案内を開催しますので、関心のある方はお集まりください。 

 

■現地案内日     １０月２６日（月）９時  

アオーネ白神十二湖駐車場集合（時間厳守） 

■物件所在地     ①林道「十二湖公園線」沿い 

           ②林道「松神線」沿い 

■数   量     ８物件 合計１４㎥ 

■価   格     １㎥当り８００円（税抜） 

■運搬について    買受者が自ら行うこと。 

           保安林内のため、運搬方法は、トラック・軽トラックでの運搬を基 

本とし、原則、運搬機（キャリア）の使用はできません。 

■そ の 他     １物件に複数の買受者がある場合は抽選になります。 

           代金の納入方法や運搬日等詳細は現地案内日に説明します。 

 

□申込・問合せ先  

農林水産課林業振興係  ＴＥＬ ７４－４４１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  津軽森林管理署からのお知らせ 

ナラ枯れ被害木（殺虫処理済材）の売払いについて 
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（津軽森林管理署からのお知らせ） 

ナラ枯れ被害木（殺虫処理済材）の売払いについて 

 

津軽森林管理署ではナラ枯れ被害木の殺虫処理済材を薪炭材として売払いすることとしました。

下記のとおり現地案内を開催しますので、関心のある方はお集まりください。 

 

記 

 

１ 現地案内日    令和２年１０月２６日（月） 

           午前９時００分 アオーネ白神十二湖駐車場集合（時間厳守） 

２ 物件所在地    ①林道「十二湖公園線」沿い 

           ②林道「松神線」沿い 

３ 数   量    ８物件 合計１４㎥ 

４ 価   格    １㎥当り 800円（税抜） 

５ 運搬について   買受者が自ら行うこと。 

           保安林内のため、運搬方法は、トラック・軽トラックでの運搬を基本と

し、原則、運搬機（キャリア）の使用はできません。 

６ そ の 他    １物件に複数の買受者がある場合は抽選になります。 

           代金の納入方法や運搬日等詳細は現地案内日に説明いたします。 

７ 申込・お問合せ先 深浦町農林水産課林業振興係 ℡74-4411（直通） 

 

 

 

アオーネ白神十二湖 

林道十二湖線１号土場 

林道十二湖線２号土場 

林道松神線１号土場 

林道松神線２号土場 

松神生活改善 

センター 
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★クマを目撃しましたら深浦町農林水産課までご連絡ください。 

    深浦町鳥獣被害防止対策協議会 

    （事務局 深浦町農林水産課 TEL．７４-４４１１） 

クマに出会わない、

呼び寄せないために 

クマに出 会 ってしまったら 

後ずさりし

ながら静か

に立ち去る

子グマを見て

も決して近寄

らない（近くに

親グマがいる

可能性あり） 

大声を上げたり、

石を投げたりして

刺激しない、背中

を見せて走って  

逃げない 

鈴や笛、ラジオなど 

を身につけ、音を出し

ながら行動する 

クマの足跡や糞などを

見つけた場合は、先に

は進まず引き返す 

必ず２人以上で

行動し、単独で

山には入らない 

収穫しない栗や柿、

クルミなどの放任果

樹は伐採する 

早朝、夕方はクマが

活発に行動する時

間なので注意する 

飲食物やその空容

器等を野外に捨て

ない、置かない 

昨年も町内ではツキノワグマの出没が相次ぎ、襲撃による人身被害も発生しました。 

秋から初冬にかけては冬眠前のクマが広い範囲でエサを求めて活発に行動しますので、 

行楽や山菜、茸採り、農作業等で野外活動する際は、厳重な注意及び対策をお願いします。
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